
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「豊岡市立小中学校適正規模・適正配置計画（案）」 

 

     はじめに  
 

● 近年の急激な少子化により、複式学級を有する小学校の増加

や、同級生がわずか数名という学年もあるなど、子どもたちの

教育に様々な影響が表れてきています。 
 

● 2020 年２月３日に豊岡市立小中学校適正規模・適正配置審議

会（以下「審議会」という。）を設置し、約１年間、計７回に

渡り審議され、2021 年２月に市教育委員会に答申をいただき

ました。 
 

● 答申に込められた思いを尊重し、また、地区別説明会での住民

の意見を踏まえたうえ、豊岡市立小中学校適正規模・適正配置

計画（以下、「本計画」という。）を策定しました。 
 

 

 

 
 

 

     計画の基本事項  
 

１ 計画の考え方 

  本計画は、審議会からの答申に基づき、「次代を担う豊岡の子

どもたちにとって、より良い教育環境とするために、学校はど

うあるべきか」を第一に、学校規模と学校配置の視点から策定

したものです。 
 

２ 計画の目的 

  本計画は、答申に掲げる内容を具体化するため、次の事項を

中心に中長期的な見通しを立てることを目的としています。 

 ⑴ 学校規模の適正化（学校の小規模化への対応） 

 ⑵ 学校の適正配置 

 ⑶ 再編後の学校教育のあり方の検討（教育内容の充実、特色

のある学校づくり） 
 

３ 計画期間 

  本計画の期間は、2022 年度から 2031 年度までの 10 年間とし

ます。ただし、10～15 年後にも複式学級を有する小学校が生じ

る見込みであることから、10 年後以降の姿も見据えた計画とし

ます。 
 

 

４ 計画の進め方 

  計画の推進にあたっては、保護者や地域住民と十分な合意形

成を図りながら進めるものとします。 

2022年度 2027年度 2032年度

前期５年間 後期５年間 10年後以降

１ 

2 

 

     20 年間で小学生は 54.7％、中学生は 55.7％にまで減少 
 

 
豊岡市における幼児教育・保育及び放課後児童のあり方計画 データより 

（各年４月１日時点 2020 年、2021 年は実績値） 
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     学校規模の現状と今後の見込み   
 

● 学校規模は、国の法令上、小中学校とも 12～18 学級を標準としています。 

● 表のとおり、今後も学校の小規模化が進んでいくものと見込んでいます。 
 

【学校規模別小学校数（見込）】 

区 分 2021 年度 2035 年度（見込） 

大規模校 

（19 学級以上） 
１校 － 

標準規模校 

（12～18 学級） 
３校 ４校 

小規模校（11 学級以下） 

（うち、極小規模校※） 

23 校 

（６校） 

20 校 

（11 校） 

計 27 校 24 校 

 

 ※複式学級が生じるほどの小規模校（ここでは、「極小規模校」とし、児童数が 50 人程度以下とします。）

 ※2035 年度の学校数は、竹野３小、合橋小と高橋小の統合後のものです。 

   学校の小規模化が進むことによる課題   
 

● 小規模校には小規模校の良さがありますが、その一方、課題も

あります。 

 

● とくに、複式学級が生じたり、同級生が数名のみになるなど、

学級の人数が少なくなるにつれて課題は大きくなっていきま

す。 

 
 
 

 

     学校規模適正化の必要性  
 

１ 学校の規模は、学習面、生活面、学校運営面など様々な面で影響を与えます。 

２ 公教育の観点から市内のどの学校でも、教育水準・教員の配置などの教育条件・教育

環境について一定の水準を満たし、公平に提供するよう努めなければなりません。 

３ 個性を発揮させ、主体性や多様性を培うためにも、ある程度の集団規模での教育環

境が日常的に確保されるべきであると考えます。 
            

・ 国の学習指導要領「主体的・対話的で深い学びの実現」 

・ 市のめざす教育〔コミュニケーション能力や非認知能力 

  （やり抜く力・自制心・協働性）の育成〕の取組 

・ 集団での教育活動等の充実 

・ 教員の人数の確保と質の向上 

 

     豊岡市における小中学校の適正規模・適正配置  
 

１ 適正規模の考え方 

 市の実情を考え、望ましい学校規模（理想とする姿）と、最低限確保したい学校規

模（下限の目安）を設けます。 
   

望ましい学校規模（理想とする姿） 最低限確保したい学校規模（下限の目安） 

① 小学校 12～18 学級（各学年２～３学級） 

② 中学校  9～18 学級（各学年３～６学級） 

① 小学校 ６学級以上（各学年 1学級以上） 

② 中学校 ３学級以上（各学年 1学級以上） 

（小中学校とも、各学年 20 人程度以上） 
 

２ 適正配置の考え方 

  通学時間と旧市町ごとの歴史的・社会的背景に考慮した学校配置とします。 
 

通学時間 学校配置 

・小中学校ともおおむね１時間以内 

※遠距離では、交通手段の確保が前提 

・小学校の再編 原則、同一中学校区内 

・中学校の再編 原則、旧市町域内 

原則、旧市町域内に小・中とも１校は存続 

 

概要版 

４ 

５ 

６ 

７ 

9,471 

7,797 

7,056 

6,152 
5,480 

（人） 

審議会での主な意見 
 

・小規模校の良さは認めるものの、複式学級が生じる

ほどの極小規模になると課題の方が大きい。 

・子どもたちには多様な意見に触れ、いろいろな体験

をしてほしい。 

・保護者の不安の大きい複式学級の解消を最優先とす

るべき。 

学校規模の 

適正化が必要 

メリット

メリットデメリット

デメリット

小 規 模 校

児童・生徒数の減

更に小規模化が進むと･･･

・複式学級

・同級生が数名

【メリット】 

・児童・生徒の一人一人に目が届きやすく、きめ細かな指導が行

いやすい。 

・学校行事や部活動等で、児童・生徒一人一人の個別の活動機会

を設定しやすい。 

・児童・生徒相互の人間関係が深まりやすい。 

・異学年間の縦の交流が生まれやすい。 
 

【デメリット】 

・多様な考え方に触れる機会や学びあいの機会、切磋琢磨する機

会が少なくなりやすい。 

・人間関係や相互の評価等が固定化しやすい。 

・運動会や音楽活動等の集団教育活動に制約が生じやすい。 

・部活動等の設置が限定され、選択の幅が狭まりやすい。 

・PTA 活動等、保護者一人当たりの負担が大きくなりやすい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      学校再編の基本方針  
 

１ 学校再編の手法 
 

・ 学校統合 

・ 施設一体型小中一貫校※として再編・整備 

     （要件が満たされる場合）  

 

※ 施設一体型小中一貫校 

 小中学校を同じ施設内に設置し、小中連携教育をより効果的に行うもの。 

  ・いわゆる中１ギャップの解消 

  ・中学校の専門教員による授業を受けられる 

  ・小中の９年間にわたって一貫した教育を受けることができる 

                      等、様々な効果が期待できる 
 

２ 学校再編の優先順位 

 ⑴ 最優先 

  ・ 既に複式学級が生じている小学校 

  ⑵ 優 先 

  ・ 将来的に複式学級が生じると見込まれる小学校 

  ・ 小規模化により課題が生じる中学校 

 ⑶ 将来的な検討 

  ・ 「最低限確保したい学校規模」をめざし、将来的な学校のあり方

について地域と検討 
 
 

３ 学校の位置 

 ⑴ 既存施設の有効活用 

 ⑵ 配置の判断基準 

  ・ 児童生徒の通学距離 

  ・ バス通学となった場合のバスの利用人数 

  ・ 施設の空き教室の状況 

  ・ 施設の老朽化の状況等 
 

 

８ 
 

     協 議 の進 め方   
 

１ 保護者・住民との対話 

・ 学校は、子どもたちの教育の場であるというだけではなく、地域

の交流拠点や災害時の避難所など様々な機能を有しています。 

・ 学校再編の協議にあたっては、地域の歴史的背景や愛着等も考慮

し理解を得ながら、慎重に進める必要があります。 

・ 一方で学校再編が長期化した場合は、課題解消の遅延、学校の小

規模化のさらなる進行等、子どもたちへの影響や保護者をはじめ

とした関係者の不安が大きくなる懸念があります。 
 

保護者の意向を最優先とし、該当校区の保護者・住民と対

話を重ねながら継続的に協議を行うこととします。  

 

２ 進め方の流れ（一例） 

 
 

校区別説明会
（保護者、地区）

地区内での協議
※必要に応じて地区での検討委員会を設置

（〇〇小を考える会 等）

統合準備委員会

閉校・統合

優先順位の高い学校から順次開始

統合の合意・承諾

期間

一
年
程
度

（
一
～
二
年
程
度
が
望
ま
し
い
）

適

宜

（施
設
整
備
が
必
要
な
場
合
等
は
別
）
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     学校再編にあたって配慮すべき事項への対応   
 

 学校再編によって、集団規模が確保できることにより、より良い教育環境

が得られるという反面、環境が大きく変わること等への配慮が必要になりま

す。このことから、市では、学校、保護者、地域等と連携を取り合い、不安や

負担の軽減に努めることとしています。（下記はその一例） 
  

１ 児童生徒への配慮 

 学校再編によって、児童生徒の環境が大きく変化することへの対応 

 ⑴ 子どもたちへの理解と心のケア 

  ・ 定期的なアンケートの実施による心境変化の把握と対応 

  ・ 相談体制の充実 

 ⑵ 学校間交流 

    ・ 統合前に学校間での交流の機会を確保 

 ⑶ 教員の統合加配制度の活用 

    ・ 統合後の学校に元の学校の教師を配置 

 ⑷ 特別支援教育への対応 
 

２ 通学への配慮 

 通学方法が変わることや通学時間が長くなることへの不安や負担の軽

減、安全対策等 

 ⑴ 通学路の安全確保･･･通学路の安全点検、見守りボランティアの協力 

 ⑵ 遠距離通学者に対する通学支援…通学バスの運行方法等の検討、 

                  通学バス訓練の実施 
 

３ 放課後児童クラブ利用者への配慮 

・ 放課後児童クラブは、小学校施設内又は隣接地での設置を基本としてい

ます。 

・ 学校が遠方になることにより、①保護者の送迎に負担が生じる、②児童

の帰宅時間が遅くなり、生活習慣に影響が生じる等が想定される場合に

は、負担軽減の方法について検討します。 
 

４ 地域活動の拠点としての活用（学校の跡地利用） 

・ 市の方針として、学校の跡地利用については、行政等で活用する場合を

除き、基本的には民間事業者等による利活用を基本としています。 

・ 利用希望事業者等があった場合、地域での利用希望等も踏まえたうえで

協議を行います。 

・ 活用方針が決まるまでの間については、地域での利用について、地域と

協議を行います。 

10 

 

    魅力ある学校づくり  

 学校再編は、単に子どもたちの集団規模を確保するというだけではなく、

次のような観点で魅力のある学校づくりを進めます。 
 

１ 人数が増えることによって可能となる様々な学習体系や、これまでにでき

なかった体験ができるような取組を学校ごとに検討します。 

２ 地域にとっても魅力（夢）のある学校とするため、地域コミュニティとの

連携強化を中心に、地域学校協働活動※１の充実やコミュニティ・スクール

（学校運営協議会制度）
※２の検討等、それぞれの地域特性にあった協働の仕組み

づくりを進めます。 
 
 ※１ 地域学校協働活動 

 地域住民や民間企業・団体等の幅広い参画を得て、地域全体で子どもたちの

学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」をめざして、地域

と学校が連携・協働して行う活動。 

   （活動例）子どもたちが地域で郷土学習を行う 

        地域の行事に参画してともに地域づくりに関わる等 

※２ コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）  

 保護者や地域のニーズを反映させるために、地域住民が学校運営に参画できるよ

うにする仕組や考え方を有する形態の学校をコミュニティ・スクールといいます。

一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づく

り」を進めるためのものです。 
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豊岡市教育委員会事務局 教育総務課 

     〒668-8666  

兵庫県豊岡市中央町 2番 4 号 

     tel 0796-23-1117  fax 0796-24-4669 

 

学校運営の

基本方針

学校運営・

教育活動

（委員）保護者代表・地区住民

地域学校協働活動推進員など

校 ⻑

説明

意見

説明

承認

保護者・住民 （地域学校協働本部等）

コミュニティ・スクール

情報提供・活動支援

小

中

出典：文部科学省資料より 
コミュニケーション能力 育成の取組 



令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 10年後以降（令和14年度以降）

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度以降

新田小

中筋小

神美小

港小

城崎小

港中

城崎中

竹野小

中竹野小

竹野南小

竹野中

八代小

日高小

静修小

三方小

清滝小

日高東中

日高西中

弘道小

福住小

寺坂小

小坂小

小野小

合橋小

高橋小

資母小

但東中

豊
岡

豊岡市立小中学校　適正規模・適正配置計画　スケジュール （案）
前　　　期 後　　　　期

地域 対象校

港
・
城
崎

竹
野

日
高

出
石

但
東

2025年度 施設一体型小中一貫校 開設

児童 129人 学級数 6

生徒 67人 学級数 3

2027年度 施設一体型小中一貫校開設

（認定こども園含む）

児童 105人 学級数 6

生徒 78人 学級数 3

※竹野中学校の敷地内に整備

2023年度 児童数見込

児童 84人 学級数 6

2022年度 児童数見込

児童 141人 学級数 6

2024年度 児童数見込

児童 417人 学級数 14

65人

24人

107人

23人

23人

378人

35人

49人

83人

137人

75人

61人

70人

54人

2035年度 生徒数見込

生徒250人 学級数 6

96人

107人

124人

2024年度 児童数見込

児童 102人 学級数 6

2025年度 児童数見込

児童 109人 学級数 6

80人

29人

72人

53人

88人

41人

2035年度 52人

2028年度 生徒数見込

生徒 101人 学級数 3

72人

将来を見据えての検討

将来を見据えて

の検討

2030年度 198人

2030年度 41人

58人 2035年度 児童数見込

児童 136人 学級数 6

2035年度 児童数見込

児童86人 学級数6

※但東中学校の敷地内に整備

※小規模特認校の協議・検討

（地区からの要望書を受けて）

2035年度 198人

施設一体型小中一貫校

施設一体型小中一貫校

23人

2030年度 66人

2031年～2035年

2035年前後

2030年前後

2031年～2035年

2030年度 児童数見込

新田小＋中筋小

児童 239人 学級数 11

新田小＋中筋小＋神美小

児童 305人 学級数 12


